
荒尾こころの郷病院 

基本理念 

1.思いやり医療 

常に思いやりの心を忘れ

ず、患者様中心の医療を行

います。 

2.トータルケア 

地域・家庭・病院が一体とな

って、総合的で一貫したケ

アを行います。 

3.チーム医療 

医療・保健・福祉が連携し

て、チーム医療を行います。 

 
医療法人洗心会 

荒尾こころの郷病院 

令和 6年 11月発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11 月は、二十四節気

では寒露・霜降という

時期です。過ごしやす

いですが、乾燥と昼夜

の気温差に気を付けた

い時期でもあるので穏

やかに体を温め、胃腸

をいたわり、身体の水

分を守ってあげること

が大切です。 

 

秋晴れの下、10 月 13 日日曜日、第 20 回ハートフルコンサート

inARIAKE が玉名市民会館で開催されました。本来であれば令和

2年に記念すべき第20回コンサートを開催する計画を立てていまし

たが、コロナウィルス感染拡大により、残念ながら中止となっていまし

た。そして、今回、念願の第 20 回を迎えることができました。コーラ

スや当事者の方々からの「こころのメッセージ」、オーケストラ演奏、

関島秀樹氏によるライブなど内容も盛りだくさんで、あっという間の

時間でした。ステージには北稜高校のみなさんと有明圏域 4 病院に

関わる人たちで植えた花をかざりました。その他にも各病院の活動

時間に作った素敵な作品などが数多く展示されていました。荒尾ここ

ろの郷病院からもたくさんの方たちに足を運んでいただき、有明圏

域のみんなで作り上げたコンサートでした。 

 

ちょこっと 

情報局 
メディカルデイケア にじの郷は、地域にお住いの認知症の方の通所

施設として、令和５年５月に当院に開設されました。活動内容は、午前

中は個別活動となっており、ご自分の好きなことや興味があること、や

ってみたいことをリハビリテーションとして行っています。編み物やエコ

クラフトなどの創作活動、パズルなどの課題にそれぞれ取り組まれてい

ます。午後は集団活動となっており、頭と身体の健康維持を目的にみな

さんで一緒に体操や脳トレ、レクリエーションなどを行っています。開設

から約１年半が経ち、現在では１日 20 名前後の方にご利用いただくよ

うになりました。利用者のみなさんからは「ここにくるとホッとする」、「こ

こに来てみんなと喋って笑うとが一番よか」というお声が多く、いつも皆

さんのにぎやかな会話や笑い声が響いています。にじの郷の利用に興

味がある方は、主治医の先生にご相談ください。 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

公益社団法人 熊本県精神科協会が主催する親善レクリエーション、く

ませいフェスタが令和６年 10月8日に宇城市まつばせウイングにて開催さ

れました。今年も株式会社ハッピーブレインの大会協力のもと、e スポーツ

を行い、県内の精神科病院が一堂に集まって対戦。当院からは9名の入院

患者様が出場しました。やり慣れない競技ながらも白熱した勝負が繰り広

げられ、勝利を手にした時には、とても良い表情をされていました。参加し

ていただいた皆様ありがとうございました。また来年も開催されますので、

ぜひご参加ください。 

荒尾こころの郷病院 

TEL：0968-62-0657 

HP ：http://senshinkai.or.jp/kokoro 

 （広報委員会発行）掲載期間：～R7.1.31 

次は１月号です♪ 

 

広報委員のつぶやき 

11 月は、気候や気温の影響を受けにくく自分のやり

たいことをやりやすい季節です。 

私の趣味はガーデニングです。11 月から半年間長く

楽しめるパンジー＆ビオラが圧倒的人気です。特にパン

ジーの「ローブ・ドゥ・アントワネット」は優雅なフリ

ルでとても癒されます。ベランダやお庭でガーデニング

を楽しんでみませんか？(*^^*) 

～患者さまの権利と責任～ 
患者さまの権利 

１：良質な医療を受ける権利 

２：選択の自由の権利 

３：自己決定の権利 

４：説明を受ける権利 

５：情報の開示を求める権利 

６：プライバシーの保護と秘密を保持される権利 

７：尊厳を得る権利 

患者さまの責任 

１：治療を受けられる患者さまとして、正確なご自身の精神的・身

体的・社会的な情報を医師に伝えていただく責任があります。 

２：患者さまご自身が医療へ参加していただく責任があります。 

３：他の患者さまの診療に支障を与えない配慮をしていただく責

任があります。 

病院長賞 

 

事務部長賞 

 

看護部長賞 

 

今年もたくさんのご応募ありがとうございました(^^♪

ご応募いただいた作品はすべて外来前の廊下に

展示しています。ぜひご覧ください☆彡 

 

http://senshinkai.or.jp/kokoro

